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(57)【要約】
【課題】バックプレートとの密着性が確保された摩擦材及びその製造方法を提供すること
。
【解決手段】少なくとも繊維基材、結合材及び摩擦調整材を含む、造粒物Ａと造粒物Ｂか
ら、該造粒物Ａの結合材比率Ａ（質量比）と該造粒物Ｂの結合材比率Ｂ（質量比）が、結
合材比率Ａ／結合材比率Ｂ＝１／５～１／２であり、造粒物Ａからなる層Ａと造粒物Ｂか
らなる層Ｂを積層したものを一体に硬化してなり、該層Ａを摩擦面側に設置したことを特
徴とする摩擦材。バックプレート上に上記層Ａ及び層Ｂを積層したものを加熱、及び加圧
成形する摩擦材の製造方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも繊維基材、結合材及び摩擦調整材を含む、造粒物Ａと造粒物Ｂから、該造粒
物Ａの結合材比率Ａ（質量比）と該造粒物Ｂの結合材比率Ｂ（質量比）が、結合材比率Ａ
／結合材比率Ｂ＝１／５～１／２であり、造粒物Ａからなる層Ａと造粒物Ｂからなる層Ｂ
を積層したものを一体に硬化してなり、該層Ａを摩擦面側に設置したことを特徴とする摩
擦材。
【請求項２】
　前記造粒物Ａ及び造粒物Ｂから選ばれる１種または２種は、平均粒径が１００～１００
０μｍで、安息角が４０°以下、圧壊強度が１粒当り０．２～１ＭＰａである請求項１の
摩擦材。
【請求項３】
　前記層Ａ／層Ｂの質量比が、５／１～６／１である請求項１又は２の摩擦材。
【請求項４】
　バックプレート上に請求項１の層Ａ及び層Ｂを積層したものを加熱、及び加圧成形する
摩擦材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、摩擦材に関するものであり、特に自動車、荷物車両、鉄道車両、産業機械な
どに用いられる摩擦材に関するものであり、より具体的には前記の用途に使用されるブレ
ーキパッド、ブレーキライニング等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　摩擦材の製造方法には、結合材、繊維基材及び摩擦調整材等の全原料粉末を均一に混合
し、この原料混合物を加熱・加圧成形する（詳しくは原料混合物を金型内で予備成形後、
プレッシャプレートをセットした金型に移して加熱・加圧して前記プレッシャプレートと
一体成形し、次いでアフターキュアする）乾式法と、全原料粉末を溶剤の存在下で均一に
混合、湿潤化し、この湿潤原料混合物を乾燥後、加熱・加圧成形する湿式法がある。
　しかし、いずれの方法も作業環境上問題があり、乾式法では摩擦材の製造中、粉塵を伴
ない、また湿式法では作業環境上、トルエン、ケトン類やアルコール類等の好ましくない
有機溶剤が使用されてる。
　そこで、例えば、ディスクブレーキ用パッドの作製方法として、上記摩擦材原料を造粒
化した、簡易的な工法が提案されている。
　特許文献１には、熱硬化性樹脂結合材、繊維基材及び摩擦調整材を主体とする原料を乾
式混合しながら、水－アルコール混合溶媒からなる粘結凝集剤を添加、混合して原料混合
物を湿潤化すると共に粘性を付与し、これを造粒して顆粒物とし、乾燥後、加熱・加圧成
形することにより、粉塵や有機溶剤による作業環境上の問題を解消すると共に、湿式法の
利点を維持しながら、湿式法の欠点である造粒時や乾燥時の顆粒物の破壊を防止し得る摩
擦材を製造できる旨の記載がある。
　特許文献２には、ディスクブレーキに用いられる多層構造を持つ摩擦材において、裏板
に接する層に造粒材料を用い、該造粒材料を金型に投入する前にあらかじめ金型をバイン
ダーが溶融し且つ硬化反応が進まない温度で予熱しておき、該造粒材料を投入し、予備成
形により裏板と一体化したのち、該一体化物を別の熱成形金型にセットし、裏板に接しな
い材料を投入し、バインダーが硬化反応する温度以上で熱成形することにより、複雑化す
る工程を簡略化し、且つ摩擦面における摩擦性能はもとより、裏板との密着性を保ち、品
質を安定化し、作業を容易にならしめる摩擦材の製造方法が記載されている。
　しかしながら、造粒物を用いる摩擦材の製法では、摩擦材とバックプレートとの接着性
の安定性に懸念がある。これは、造粒品とバックプレート接着剤面との接触面積の確保が
難しく、また、接着剤の摩擦材側への侵入も不安定であり、投錨効果も発揮されにくいこ
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とが原因となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－１３６１４５号公報
【特許文献２】特許第３３９１１２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、バックプレートとの密着性が確保された摩擦材及びその製造方法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の摩擦材は、少なくとも繊維基材、結合材及び摩擦調整材を含む、造粒物Ａと造
粒物Ｂから、該造粒物Ａの結合材比率Ａ（質量比）と該造粒物Ｂの結合材比率Ｂ（質量比
）が、結合材比率Ａ／結合材比率Ｂ＝１／５～１／２であり、造粒物Ａからなる層Ａと造
粒物Ｂからなる層Ｂを積層したものを一体に硬化してなり、該層Ａを摩擦面側に設置した
ことを特徴とする。
　本発明の摩擦材の製造方法は、バックプレート上に上記層Ａ及び層Ｂを積層したものを
加熱、及び加圧成形する。
　本発明において、バックプレートとは、例えば、ディスク用ブレーキのプレッシャプレ
ートやドラム用ライニングのシューリムを言う。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明は、結合材比率の異なる２種の造粒物を用いて、バックプレートととの接着性が
向上した摩擦材を簡易に製造することができる。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明の摩擦材に用いる造粒物Ａまたは造粒物Ｂは、少なくとも繊維基材、結合材及び
摩擦調整材を含む。造粒物Ａと造粒物Ｂで用いる材料は、同じでも異なっていても良い。
造粒物Ａの結合材比率Ａ（質量比）と造粒物Ｂの結合材比率Ｂ（質量比）は、結合材比率
Ａ／結合材比率Ｂ＝１／５～１／２であり、好ましくは１／４～１／２である。この質量
比を満たすことにより、バックプレートとの接着性を確保することができる。また、造粒
物Ａの当該結合材は、造粒物Ａ全体の５～１０質量％が好ましく、６～８質量％が更に好
ましい。上記結合材比率に用いる結合材とは、熱硬化性樹脂を意味する。
　本発明の摩擦材は、造粒物Ａからなる層Ａと造粒物Ｂからなる層Ｂを積層したものを一
体に硬化してなり、層Ａを摩擦面側に設置する。
　造粒物Ａ及び造粒物Ｂから選ばれる１種または２種は、平均粒径が１００～１０００μ
ｍで、安息角が４０°以下、圧壊強度が１粒当り０．２～１ＭＰａであることが好ましく
、平均粒径が３００～９００μｍであることが更に好ましい。上記範囲は、バックプレー
トとの接着性がより有効に確保され、造粒物Ａ及び造粒物Ｂ共に満たすことが好ましい。
　上記平均粒径、安息角、圧壊強度は、以下により測定した値である。
１）平均粒径：レーザー回折散乱法粒度分布測定装置（ベックマンコールター、ＬＳ１３
３２０）
２）安息角：粉体物性測定機（ホソカワミクロン、パラダーテスタ　ＰＴ－Ｒ型）
３）圧壊強度：卓上圧縮試験機（島津製作所、ＥＺ　ＴＥＳＴ－１００）
　本発明は、造粒物Ａからなる層Ａと造粒物Ｂからなる層Ｂを積層したものにおいて、層
Ａ／層Ｂの質量比が、５／１～６／１であることが好ましい。
【０００８】
　本発明の摩擦材を製造するには、バックプレート上に造粒物Ａからなる層Ａと造粒物Ｂ



(4) JP 2011-1987 A 2011.1.6

10

20

30

40

からなる層Ｂを積層したものを加熱、及び加圧成形することができる。所望により成形後
、研磨等の処理を施すことができる。
　上記加熱、加圧条件は、造粒物組成等に応じて適宜設定することができる。
　上記積層は通常、バックプレート上に形成されるが、所望によりそれ以外の基板、例え
ば、硬化後に容易に剥離可能な基板に積層を形成し、硬化後、硬化物を剥離し、摩擦材と
してもよい。また、この剥離した摩擦材と造粒物Ｂを用いてバックプレートに接着するこ
ともできる。
【０００９】
　本発明に用いられる結合材としては、フェノール樹脂（ストレートフェノール樹脂、ゴ
ム等による各種変性フェノール樹脂を含む）、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド
樹脂、ポリアミド樹脂等の熱硬化性樹脂を挙げることができる。本発明では、造粒物Ａと
造粒物Ｂで結合材の種類を変えても同じものを用いてもよいが、造粒物Ｂとしては、バッ
クプレートとの接着性と造粒物Ａへの結合材の投錨性が両立するものが好ましい。造粒物
Ｂの結合材としては、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）変性フェノール樹脂、ＮＢＲ変性
フェノール樹脂等を挙げることができる。
　また、材料の混合、分散を向上させる目的でポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリエ
チレンオキサイド等の熱可塑性樹脂を結合材中、１～２質量％用いることもできる。
【００１０】
　本発明に用いられる繊維基材としては、有機系でも無機系でもよく、例えば、有機系と
しては、芳香族ポリアミド（アラミド）繊維、ポリアクリル系繊維等が挙げられ、無機系
としては、銅、スチール等の金属繊維、チタン酸カリウム繊維、Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２系
セラミック繊維、ガラス繊維、カーボン繊維、ロックウール等が挙げられ、各々単独、ま
たは２種以上組み合わせて用いられる。
【００１１】
　本発明に用いられる摩擦調整材としては、例えば、アルミナ、シリカ、マグネシア、ジ
ルコニア、酸化クロム、二酸化モリブデン等の金属酸化物、合成ゴム、カシュー樹脂等の
有機物、銅、アルミニウム、亜鉛等の金属、バーミキュライト、マイカ等の鉱物、硫酸バ
リウム、ケイ酸ジルコニウム、チタン酸カリウム、炭酸カルシウム等の塩、黒鉛を挙げる
ことができ、単独または２種以上組み合わせて用いることができる。これらは、粉体等で
用いられ、粒径等は種々選定される。
【実施例】
【００１２】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明する。ただし、本発明はこれらの実施例のみ
に限定されるものではない。
【００１３】
実施例１
　表１に示す組成（質量部）の造粒物Ａまたは造粒物Ｂの配合材料を混合後、複合型流動
層造粒装置にて、平均粒径６００μｍ、安息角３８°、圧壊強度（１粒当り）０．２ＭＰ
ａの造粒物Ａ、及び平均粒径６００μｍ、安息角３８°、圧壊強度（１粒当り）１ＭＰａ
の造粒物Ｂを作製した。なお、分散性を高めるためにＰＶＡを用いた。
　熱成形の型のプレッシャプレート上に造粒物Ｂを投入後、造粒物Ａを投入して造粒物Ａ
からなる層Ａと造粒物Ｂからなる層Ｂを積層の積層（層Ａ／層Ｂの質量比は、５／１）を
形成し、１６０℃、５０ＭＰａで１０分間加熱加圧成形し、次いで２５０℃、３時間熱処
理し、ディスクパッドを作製した。
【００１４】
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【表１】

【００１５】
比較例１
　実施例１において、造粒物Ｂに代えて造粒物Ａを同量用いた以外は、実施例１と同様に
して摩擦材を作製した。
　得られた摩擦材の性能を以下により評価した。
（せん断強度試験）
　ディスクパッドフルサイズせん断強度試験をＪＡＳＯ　Ｃ４４４－７８に準じて常温、
及び高温（３００℃）にて行った。結果を表２に示す。
【００１６】
【表２】

【００１７】
　上表より、常温、高温強度共に実施例１は比較例１を上回っており、本内容の優位性が
検証できた。
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